
第 2号様式(1)②

(単体発注・事後審査型)

那覇港管理組合一般競争入札公告第22号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 234条第
実施するっ

令和6年 6夷 19四

1 入札に付する事項

1項の規定により、一般競争入札 (以下 「入札」 とい う。 )

那覇港管理組合管理者 玉城 康裏讐頑鰈各
鞍曖麟濃

(1) 工 事 名 那覇ネ頭 (二重城)護岸工事 (R6-2)

那覇ふ頭 (二重城)地区(2) 工 事 場 所

(3) 王 種 土本一式工事

海岸工事一式(4) 工 事 内 容

工 期 契約締結 日の翠 日か ら令和7年 1月 17日 まで(5)

(6) 設 計 金 額 44,935,000「 弓 (税込 )

事後審査型  ＼入札参加資椿の審査を,耳打札後に行 う⇔(7) 資 格 審 査 方 法

本入札案件は、最低制限価格が設定さ瀬ッているため、最イ氏制限価格未満の入札者は落

本と者となることができない。
※那覇港管理組合が発注する建設工事等に係る最低綱眼イ面格取扱要領
(httpsi//nahaport,jp/business/ど ontract/)

(8) 最 低 結1限 価 格

※本工事の予定価格は、左記に示す公共工事設計労務革価を
て積算してお り、入札参力η者は同革価をi薗用して見積 りを行い入札

すること。

適痛 し

(9) 適 用 す る 労 務 半 価 令和6午 4月 労務単価

本工事は、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律J(平
成12年法律第104号 )に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃葉物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

ヽヽツ リサイクル法

本工事は、議会の議決た付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要するため、
落本L決定後は落本L者 を工事譜負仮契約を締結 し、議会の同意の議決

を経て通知 したときに本契約となる。

議会議決

準備手続き
(予算成立説)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度開始

(予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に効力を生じ

る事業である,従つて、議会において当初 (補正)予算案が否決さ

れ′た場合は、契約を締結 しない。また、次年度当初 (補正)予算成
立後においても、国庫文出金に係る交付申講等の手続きの関係上、
入札を延期する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を高t提 とした事前準備手続
きであり、交付決定後に効力を生じる事業である。従って、交付申

講等の手続きの関係上、人札を延期する場合がある。

準備手続き

(繰骸承認高1)

本手続きは、議会における緋越承認を前提とと′た事前準備手続きで

あり、議会承認後に効力を生 じる事業である。従って、議会におい

て本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、入社を延期又

は中止することがある。また、予算の繰越承認後においても、国庫

支鯉金に係る繰越 (翌債)手続きの関係上、入札を延期する場合が

ある。

本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であ

る。
イ責務負オ日行為工事

本工事 ti、 入札眸積算数量書活用方式の試行工事である。

(10)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、  制 度 等

(※本案件は、右表の う
ち、O印 を付 した制度等
の適用があるぅ )

○
入札時積算
数量書活用方式
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2 入札参加資格

次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1) 業 種 土木工事業
(1)の 業種のおいて (2)の等級を有することについて、 (3)に

表示する年度に那覇港管理組合建設工事入札参加資格審査及

び業者選定等に関する規程第7条第 1項による建設I事入札参

力β資格者名簿への登録があること。 また、建設業法に定みる

(4)の講可を受けた者であることぃ

(2) 等 級 特A等級又はA等級又はB等級

(3)
建設 工事 入札参加 資
格 名 簿 登 録 年 度

令和6・ 7年度

(1) 許 可 区 分 建設業

(5) 地方 白治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること◇

(6)
建設業法第彦7条の23に規定する経営事項審査を受けた者で茂)っ て、経営事項審査結果通矢口書が有効刻跛内にある

こと。

(7)
資椿確認中請書提出期限から当該工事の琳札決定脚までの間において、郎覇港管理組合の指名停止措置を受 !す て

いないこと.

(8)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなさぷ,て いる者又は民事再生法に基づき暮生手続き開始の申立て

がなされている者 (手続き開始の決定後、入札参力‖資格の再認定を受けている者を除く。)ではないこと.

(9)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、那覇港管理組合発注

工事等からの排除要請があり、当該状況が継続 している者でないことを

(10)

人札た参加 しようとする者の間に以 下の巣準のいずれかに該当する関係がないこ溢。

なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当享者間で連絡を収ること,ま 、那覇港管理組合競争契

約入礼心得第 3条第 2項の規定に抵触する t)の ではない.

ア 資本関係
次のいず漁′かに該当する二者の場合ι

(a)子会社等 (会社法 (平成17年法律鋳86号)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいう。以 下同じ◆ )

と親会社等 (同条第 4号の 2に規定する親会社等をいう◇以下同じ。)の 関係にある場合

(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

イ 人輸関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、 (a)については、会ィ寸二等 (会社法施行規則 (平成18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号に規定する会社等をいうさ以下同じ。)の 一方が民事再生装 (平成11年

法律第225号)第 2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第154号 )第 2粂第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を
いう。以 ド同じ.)が 、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役.ただし、次に掲げる者を除く。

①会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2粂第12号に規定する指嘉委員会等設置会社 1こ おける取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外封k締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないことと

さ瀬メている取締役

2)会社法第4:02条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又|よ合同会社をいう。)の社長

(同法第390条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないこととされ

ている社長を除く。)

4)綿 合の理事

5)そ のllll業務を執行するメョ″でとらつて、 と)か ら4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項叉は会社更生法第67条第 1項の規定た

より選任された管財人 (以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合

(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人をす見に兼ねている場合

ウ その他の人札の適正さが阻害されると認められる場合。

組合 (共同企業体を含む。)と その構成員が同一の入木Lに参加 と′ている場合その他上 ,・Lア又はイと同視
しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合.
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(11)
本 工 事 に 係 る 設 計
業 務 等 の 受 託 者

株式会社 南土木設計

原則 として上記に表示する導該工事に係 る設計業務等の受託者 (受託者が設計共同体 |デ 場ゝ

合においては、当該設計共同体の各構成員をい う。以下同じ。)又は当該受託者 と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者でないことっ

(12)

施

工
実
績

姑 象 期 間
轟 平成26年 4月 1博 左記の期間内に ド記の対象工事を元請 として施工し、完成・

引渡 しが完了 した施工実績を有すること。至  令和6年 7月 1目

対 象 工 事 土木 ^式工事

備 考
特定 JV又は経常 」Vの構成員 としての施工実績は、当資比率20%以 iと のものに限り対
象 とする。

(13)

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分

と級Xは 2級土本施工管理
妓士、若 と/く はこれと司等
以 上上の資格を有する者

左記に掲げる要件を満たす主任技術者を基該工事に専任で

配置できること。配置予定技術者が現在他の工事に従事 して
いる場合は、契約締結時に当該工事に配置できること。な

お、特例監理技術者の配置については、特記仕様半を確認す

ること。

考備

ア 「これと同等以上の資格を有する者Jと は、次のいずれかを満たす者をいう◇

a技術士 (″t営設部門に限る。)の 資格を有する者
bその他、特記仕様書によるものとする。

イ 監Jと技術者にあつては、監駐技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者であること。

ウ 配置予定技術者にあつては、入本と日前に 3か月以 tiの直接的かつ恒常由な雇用開
係があること.

工 酉≧置予定技術者の専任を要 しない類 F博]に ついては、設計ⅨI書等で確認すること。

(14)

その他の条件

(右表のうち、○印を付
した条件を満たすことを
要する。)

〇 地域要件 沖縄県 lノ
、lに建設業法に基づく主たる営業務があること。

経営事項
審査評定値

(ア ) 入札 日前現在で左記の (ア)に示す工種の経営
事項審査における‐直近の総合評定値が、 (イ)に

示す点数以 任にあること。(イ )

(15) 取 抜 け 案 件

以 ドの工事を落札した者は、本工事の落本と者となることはできない。
・該当無 し

3 設計図書等の配布、質 FH写 及び回答

設 計 図 書 等 の 配 布

期 聞 自 令和6年 6チ章19田  (水 ) 至 令和6年 7月 1日  明 ,

配 布 方 法 那覇港管理縦合ホームベージにて配布するぅ (https:〃 nahapor t.jp/)

問 い 合 せ 先

郭覇市通堂町 2番 1チブー

郎覇港管理糸H合 総務部

貧ヨ言舌  098-868-2578

3階

総務課 財務班

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1)入札・契約手

続 に関す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  3階
那騨
~港

管理糸H合 総務部 総務課 財務班

日豊言舌 098-868-2578    FAX 098-868-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  2階
那覇港管理綿合 企画建設部 計画建設課

電話 0988680336

提 出 期 間
自 令下H6年6月 19日  (水)  ～  至 令和6年 6月 23日  絵 )

上記期間の土 日及び祝 日を除 く毎 日、 9Hきから16時まで。

提 出 場 所 li記 (1)に 1司 じc

提 出 方 法 電送 (FAX叉 イまメール (chi touma20230nahaport.jp))又 は持参

回 答 方 法
那覇港管理組合ホームページ (https://nahaport,jp/)及び上記 (1)と こおい

て、以下の期間、閲覧に供する。

回 答 期 間
回答 Hか ら  令和6年 7月 4H (本) まで

上記期間の土 日及び祝 日を除く毎 日、 9時か も17時までっ
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4 資務確認 宰請書等の提熟

5 入本と手続き等

費 格 確 認 申 講 書

本競争の参加希望者は、次の書類を期限内に提出することっ
なお、期限までに提出がない場合、本競争に参加することができない。

提 出 書 類
O・般競争入札参加資格確認申講菩 (第 3号様式)

②返信用封筒 (入札結果i畿知用(34円切手
'I占

付))

提 出 期 間
白 令和6年 6月 段9日  (水)  ～  至 令和6年 7月 1口  (月 )

上記期間の上日及び祝 日を除く毎日、 9時から16時まで。

提 出 場 所
那覇市遍t町 2番 段尋‐(3貯 )

総務部 総務諜 財務班

那覇港管理組合

民三言舌  09B-868-2578

提 出 方 法 持恭又な郵送 (一般書留もしくは衛易書黎) 提  出 都 教 1菩呂

人  札  期  日 等

入  札  方  法

本王事は、紙入札とこより実施する。
入本と書等は、あらか じめ指定する日に配達されるように (「ピi■達 目指定郵

便ェ)、 「 般書留聾又は
'衡

易菩留とのいずれかの方法により郵送するこ

とし持参や普遵郵便等で提嵩された場合、無鋤 とする。

提 出 書 類
①入イと書

②工事費内訳書
配 達 播 定 日

(入 札 日 )

令イH6年 7月 4日   休 )

宛 先

〒9000035  ガヽ覇市道堂町 2番 1号

那朝港管理組合 総務都 総務課 財務班

電話 0988632578

入 札 書 に 記 載
す る 金 額

落札決定にあたつては、入本L書に記載された金額に当該金額の100分の10に

相当する額を
'J日

算 した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端

数全額を切 り捨てた金額)を 1)つ て券札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかと問わず、見

積もつた契約希望金額の110分の1001こ本H当 する金額を入札書に記載するこ

と。

入 札 に 関 す る
注 意 事 項

ア 入ボと書のくじの数字 (任意δ数字 3桁)は、同額くじ盈選が発生 した

場合に使用するため、必ず記入すること①
イ 当Ё達指定日以外の躊に届いた入札書及び工事費内訳書は、受理 しンないさ
ウ 入札書の日付 t章 、開札 口を記入すること。

工 事 費 内 訳 書
の   提   出

ア 第二同目の入札に際し、入本と各に記載される入札金額に対応 したI事
費内訳書 (様式自由)を提出することδ

イ エ事費内訳書には、作成年月 日、工事名、工種、種別、細目に相当
する項目 (大項需でよい)に対応するものの単位、員数、単価及び

金額を明らかにと/、 商矛叉は名称並びとこ住 l'為

‐
を記載することぃ

ウ エ事費内訳書には、代表者印を押言pす ること。
工 管理者 (こ れ らの者の構助者を含む←)すま、提出されたI事費内1lF、

書について説明を求めることがある。

入 オと の 無 効
本公告に示 した競争参加資椿のない者のした入札、資格確認中講書等に虚偽の記載をした者

の した入 |と及び入札に関する条件に違反 した入本と1ま 、無効 とする,

入 社 の 辞 退 等

資格確認 申請書の提出後、都合により入札を辞退する場合は、開札 口時までに入札辞退届を

提出すること.

また、落札決定までの間に抱の上享を落札 したことにより阻置予定技術者を本工事に配置す

ることができなくなつたときtま 、直ちに報告すること。当該報告がなく、本人札の手続 きが落

札決定まで至った場合、指名停止措置要領に基づ く指名停止を行 うことがある。

み の 他

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入れに )ヽ参力βする

場合は、開札時点から立ち会 うこと。初度の開札時に立ち会わない参力「者は再度入札を

辞退 したくぅのとみなし、再度入札ツヽの参加を認めない。
イ 代理人が再度入札する場合は、再度入札を行 う際に委任状 (任意様式,を提出するこ

と。
ウ 委任枚には、工事名、T事場所を記入すること.

工 再度入札参加者又
`よ

再度入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の再度入札参加者
の代理をすることはできない。

オ 再度入札は、 1回のみとする。
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6  F堀 本と

7 落札候補者の選定

Fガロ  札   日  時I 令不日6年 7月 5日   唸 ) 10:00 浪人札書の 日付

開   本L  場 所
1 
軽

覇港管理組合 2階大会議室
入オL者は、開札に立ち会 うことができる (再入札に参加する場合は、開札時点から
立ち会 うこと).

審査にかかる書類の提出

開札後、落本と′者の決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格を
もって入札を行つた者 (以下 「落本と候補者聾という。,か ら順に競争参加資格の審査を行 う。
落本と候補者は、申請時に提出した資格確認学講書の記載凸容を確認できる「資格確認資料Jを
持参すること3鍛限までに資格確認資料を提出しない歩合、競今参加資格がないものとする。

なお、落札候補者は上位から順に 3者 (上位の者と同額の者が複数いる場合はこの限りで,ま

ない。)を決定し資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降のものの

競争参加資格の審査ti行わない宅)の とする。

通   知   日 令不B6年7月 5情  (金)17:00 まで (予定)1こ 対象業者あて通知する。

提 出 期 限 令和6年 7月 9日  (火)15:00 まで

提 出 書 類

Q_凹岨 二定技術者の資格等 (様式 1)

② Jl一工種 の施工実績 (様式2)

0資 格確認申講書 (第 3号様式)の資格確認の各項目に記載とッた必要書類

提  出 部  数 1部

提 出 方 法 原貝J、 持参

提   出  先

〒9000035  那覇市通登呼 2番 土号

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話香 弓・ 0,886S2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資棒の確認は、開本と稜、申請書等の提出期限の 日をもつて行 うものとし、その結果
は以下の口までとこ書面により通雑するご

令下E6年 7月 12日 l′】'ド)(予定 )

な滞、落札候補者について競争参力ll資絡が確認され適格者であることが確認できた場合は、
著札者決定通知をもつて資格確認結果の遜如に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認 した場合は、当該落札候

補者を落札者とする。また、その結果は、全入札参加者に通知する。

競争参加 資格がない と認
め られた者 がそのテ堅由に
井|し て 不 服 が あ る場 合

競争参加費格がないと認められた者は、管ユ平者に対して競争参加資格がないと認めらなフた理
由について説明を求めることができる。
管理者は説明を求められたときは、普情を中し立て期限の翌日から起算して5日 以内 (体 日

を除く)に説日月を求めた者に紺 し、・書面により回答する。

提 出 期 限
競争参加資格確認結果のi艶 次11を行つた日の翌 日から起算して5日 以内 (体

臣を除く)≧ する。

提   出  先 労h襲港替l二組合 総務部 総務課 財務班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること9郵送叉子ま電送 (メ ールや「 AX)イこよるも

のは受け付けない。

本 入 札 に 係
資 料 の 取 扱

る
とヽ

ア 資格確認中諦審得の作成及び提出に係 る費用ほ、提幾者の負 :■ とする。
イ 契約担当者は、提出された資格確認 申請書等について、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用 しない。
ウ 提出された資権確認 申講書等は、返却 しない。
工 提出期限内に限 り、資格確認申講書等の修正、た し替え、追加、再提出を認める。
オ 提出剣限を過ぎた場合、資格確認申請書等は受け付けない。
力 資格確認申諦書等の受理後、キ類内容を審奮 し、書類の記載鴻漁フや添付鴻れ等が

あつた場合は競争が加資格無 しとなり、落IL者 となることはできない。
キ 資格確認中諦審等に虚偽の記載をした場合、指名停止措置要領に基づく指名停 IL

を行 うことがあるc
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8 入札保証金及び契約保護金

9 その他の事項

入 札 保 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもつて見績る契約金額
の100分 の5以上を紳付するものとするぅただ kン 、次のいずれかに該当する場合は、人札保証金
の納付を免除する。

ア 保険会社との関に組合を被保険者 とする入札保証保険契約を締結ヒンたとき。
イ 国 (独立行政法人含む.)又は地方公共団体とその種類及び規模を1まぼ同じくする契約

を締結 した実績を有 1ァ 、これらのうち過去 2箇年の間に履行効限の到来した二以上の契約
を全て誠実に履行 した者。

なお、次のをは人札に関する条件に違反 したものとして、その人札を無勃とする。
(1)期 限までに入札保証全の納付、若 しく慧納付た代わる上記ア、イのいずれかに係る書類
の提出のない若

(2)入礼保証金の金額等が上記の条件に満たない場合
(3)入本と保証金等の納付等に係る書類に不備があつた場合
また、一度提出さ瀬ノた入札探証金の納付等の変更はできないものとする。

＼入札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、損害需償金として、入礼金額に消費
税及び地方消費税を力「えた額0)100分 の 5を那覇港管理組合に納付 しなければならない。

米イにより入札保証金の免除を受ける場合は、接式 :地方公共団体等契約状況確認Jを提出
すること。

提 出 期 限 令和6年 7月 3日  (水)17:00 まで

提 出 先

〒9000035  万呂覇市通堂町 2聾熟 号

那覇港管理組合 総務部 総務課 鷲務班

電話番 号 0988682578

入 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ア 「入札保証金納付半発行依頼書」を持参すること◇
※要学前連絡

イ 組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を

納付 し、領収書 (写)を と記期限までに提出すること。

入札保証保険証券・入

IL保証書・地方公共団

体祥契約状況確認資料

提 出 方 法 持参又は郵送 (配避が確認できる方法にて送付すること)

保 険 期 間
撮 証 期 間

F,,ロ オL日 から2か月とする。

有 価 証 券 等
受ア、日時 こ受入方法等の調整があるので、事前に上記担当諜まで連絡する

こと。

契 約 保 証 金

契約を結ぼうとする者は、那覇港管理組合契約規則第 4条及び建設工事講 _負 契約書第 4条の

定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。ただモノ、有価証券等の提供叉 |ま銀
行、契約担当者等が確実と認める金融機関岩 しくは録証事業会社 (公共工事の有t仏全保護事業
に関する法律 (昭和27年法律第184号)第 2条第 4瑛に規定する保証事業会社をいう。)の保証
をもつて契約撮誕金の納付に代党_る ことができる。

また、那覇港管理組合契約規則第 4条第 1項各号に該当する場合は、契約保証金を免除す
るc

置 予 定 技 術
確の

落札決定後、まリンズ等により酉こ置予定監理技術者の専任期違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。

なお、病気 `死亡・退職等の場合でやむを得ないとしンて承認さ漁,た場合の外は、資格確認
幸請書等の差替えは認められないぅ
病気等の特別な理由によりや主「を終ず酉こ置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準を
たと́、かつ当初の配営予定技術者と同等以上の者を配越しなければならない⇔

払金一削

払   条

部   分   払

契約金額の40%l_た 内

適用あり
※那覇港管理組合契約規員」第41条 の規定回数の範囲均

本工事に係る契約は、落札者の決定後、 7薦 以ゴ1に締結する。ただ 1′ 、管理者が特に指示し
たときはこの限りではない。

約 締 結 時

本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事澄関連する工事
を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の練定は、本工事
の講負費率 (当 初契約額■当初設計額)を変更設計額j又 は関連工事の設計額に乗 どた額で行
うち

負 代 金 等 の 変

人札参加者は、那覇港管理糸H合競争人札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書を熟読 し、
これを進守すること。

者
事

力
守

参Ｌ
遵

手Ｔ入

の
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